
９月号

６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、

無
帽
、
無
背
景
の
も
の
）
を
本
庁

又
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
申
請
か
ら
交
付
ま
で
概
ね
１
週
間

程
度
必
要
で
す
。（
た
だ
し
、
運
転

免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写

真
付
き
の
公
的
な
身
分
証
明
書
を

本
庁
市
民
生
活
課
に
お
持
ち
に
な

り
申
請
し
て
い
た
だ
く
と
即
日
交

付
が
可
能
で
す
）

◇
問
合
先

本
　
市
民
生
活
課 

☎
（21）
２
１
４
７

　
国
民
年
金
は
、
65
歳
か
ら
老
齢
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の

ほ
か
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

◇
障
害
基
礎
年
金
の
概
要
　

　
障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

ケ
ガ
の
初
診
日
が
国
民
年
金
に
加
入

中
あ
る
い
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の

間
に
あ
る
方
が
、
一
定
の
障
が
い
の

（ 15 ）

本庁・各総合支所の
所在地と電話番号等

本…本庁
〒328－8686
入舟町7－26
☎21－2224

大…大平総合支所
〒329－4492
大平町富田558
☎43－9205

藤…藤岡総合支所
〒323－1192
藤岡町藤岡1022－5
☎62－0900

都…都賀総合支所
〒328－0192
都賀町家中5982－1
☎29－1100

インフォメーション

お

知

ら

せ

栃木市大久保町５９９　０９０－５５２６－９４８２

有限会社　島田工務店
島田昭吾一級建築設計事務所

トイレ・お風呂・キッチン、今よりもっと快適にしたい
リフォーム・新築、どこに頼めばいいの？

一級建築士で大工の私が責任を持ってご相談にのります。
福祉分野　★介護福祉士 ★社会福祉士 ★精神保健福祉士

医療分野　★理学療法士 ★作業療法士 ★看護師

衛生分野　★ネイル　　 ★メイク　　 ★エステティシャン

栃木市平柳町2-1新栃木駅東  ℡0282-28-0020  http://www.maronie.jp
（姉妹校）小山歯科衛生士専門学校

豊かな人間性と創造力を育成

年
金
の
お
知
ら
せ

〜
障
害
基
礎
年
金
〜

　
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
住
基

カ
ー
ド
を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
は
、
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
の
で
、
こ
の
機
会
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◇
目
的
　
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書

を
お
持
ち
で
な
い
方
の
支
援
と

カ
ー
ド
の
普
及
の
た
め
実
施
し
て

い
ま
す
。

◇
無
料
期
間
　
平
成
23
年
３
月
31
日

ま
で
（
無
料
期
間
終
了
後
は
交
付

手
数
料
５
０
０
円
が
必
要
。
た
だ

し
、
65
歳
以
上
の
方
と
身
体
障
害

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方

は
引
き
続
き
無
料
）

◇
申
請
に
つ
い
て
　
写
真
付
き
の
住

基
カ
ー
ド
を
ご
希
望
の
方
は
、
顔

写
真
１
枚
（
縦
４
・
５
〜
６
・
０

㎝
、
横
３
・
５
〜
５
・
０
㎝
で
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す

状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

◇
年
金
額
　

○
１
級
（
障
が
い
の
程
度
）
の
方

 

年
額
99
万
１
０
０
円

○
２
級
（
障
が
い
の
程
度
）
の
方

 

年
額
79
万
２
，１
０
０
円

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

◇
年
金
受
給
要
件

　
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で

の
「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間
」
の
う
ち
、
３
分
の

２
以
上
の
期
間
が
①
保
険
料
を
納
め

た
期
間
、
又
は
②
保
険
料
を
免
除
さ

れ
た
期
間
で
あ
る
と
い
う
「
保
険
料

の
納
付
要
件
」
を
満
た
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

◇
必
ず
事
前
に
ご
相
談
を

　
ご
相
談
の
際
に
は
、
初
診
日
を
お

調
べ
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
年
金
手
帳
・
障
害
者
手
帳
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
・
問
合
先

本
　
保
険
年
金
課 

☎
（21）
２
１
５
５

大
　
市
民
生
活
課 

☎
（43）
９
２
０
９

藤
　
市
民
生
活
課 
☎
（62）
０
９
０
３

都
　
市
民
生
活
課 
☎
（29）
１
１
０
２

10
月
１
日
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申

請
・
交
付
窓
口
が
県
か
ら
市
へ
変
更

と
な
り
ま
す
。

　
県
南
県
民
セ
ン
タ
ー
（
下
都
賀
庁

舎
）
で
の
受
付
は
９
月
30
日
㈭
で
終

了
し
、
10
月
１
日
㈮
か
ら
は
、
市
役

所
本
庁
又
は
、
各
総
合
支
所
の
市
民

生
活
課
で
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

◇
問
合
先
　
栃
木
県
旅
券
セ
ン
タ
ー 

 

☎
０
２
８

－

６
３
８

－

３
８
１
１

本
　
市
民
生
活
課 

☎
（21）
２
１
４
７

　
県
内
の
情
報
が
豊
富
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
県
民
手
帳
の
予
約
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
毎
年
利
用
し
て
い
る
方
も
多
く
、

使
い
や
す
い
手
帳
で
す
。

　
手
帳
は
、
本
庁
又
は
各
総
合
支
所

で
受
け
取
れ
ま
す
の
で
、
受
取
り
希

望
の
場
所
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
価
格

○
ポ
ケ
ッ
ト
版
　
12
㎝
×
７
・
５
㎝

　
　
　
　
　
　
　
４
０
０
円

○
大
型
版
　
　
　
15
㎝
×
８
・
５
㎝

　
　
　
　
　
　
　
５
２
０
円

 

（
大
き
さ
・
価
格
は
予
定
で
す
）

◇
申
込
締
切
　
８
月
31
日
㈫

◇
申
込
・
問
合
先

本
　
企
画
課 

☎
（21）
２
４
０
５

大
　
地
域
振
興
課 

☎
（43）
９
２
０
４

藤
　
地
域
振
興
課 

☎
（62）
０
９
０
０

都
　
地
域
振
興
課 

☎
（29）
１
１
０
０

県
統
計
協
会
　

 
☎
０
２
８

－

６
２
３

－

２
２
５
２

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・

交
付
窓
口
が
変
わ
り
ま
す

平
成
23
年
版
県
民
手
帳

予
約
受
付
の
お
知
ら
せ

イ
ン
フ
ォ

　
メ
ー
シ
ョ
ン


